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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
七
号

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
に

基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示

第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
略
］

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と

し
て
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表

し
て
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表

示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定

三

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定

す
る
表
示

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

す
る
表
示

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
十
条
第

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
十
条
第
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一
項
第
二
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
次
の
イ
か
ら
ホ
ま

一
項
第
二
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
次
の
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
方
式
、
同
項
第
三
号
の
表
示
に
つ
い
て

で
に
掲
げ
る
方
式
、
同
項
第
三
号
の
表
示
に
つ
い
て

は
ヘ
に
掲
げ
る
方
式

は
ヘ
に
掲
げ
る
方
式

イ
～
ニ

［
略
］

イ
～
ニ

［
略
］

ホ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に

ホ

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に

あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三

あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三

（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
二
、
国
際
圧
縮

用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
二
、
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第

三
の
三
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動

三
の
三
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
四

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
の
四

）
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
（
自
動
車
登
録

）
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
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規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
六

近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た

登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法

第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け

た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有

効
期
間
を
満
了
す
る
日
を
確
認
で
き
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を

定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第

六
百
十
九
号
）
様
式
第
３
の
２
又
は
様
式
第
６
の

２
か
ら
様
式
第
６
の
４
ま
で
に
定
め
る
車
載
容
器

総
括
証
票
）
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ

と
。

ヘ

［
略
］

ヘ

［
略
］
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四

［
略
］

四

［
略
］

３

［
略
］

３

［
略
］

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す

る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号

る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の

三

容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の

設
備
は
、
ス
ケ
ー
ル
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５
１
６

設
備
は
、
ス
ケ
ー
ル
（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
７
５
１
６

（

）
金
属
製
直
尺
の
一
級
に
適
合
す
る
も

（

）
金
属
製
直
尺
の
一
級
に
適
合
す
る
も

１
９
８
７

１
９
８
７

の
に
限
る
。
）
、
ノ
ギ
ス
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５

の
に
限
る
。
）
、
ノ
ギ
ス
（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
７
５

０
７
（

）
ノ
ギ
ス
に
適
合
す
る
も
の
に
限

０
７
（

）
ノ
ギ
ス
に
適
合
す
る
も
の
に
限

１
９
９
３

１
９
９
３

る
。
）
、
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
７
５

る
。
）
、
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
７
５

１
８
（

）
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
に
適
合
す
る
最

１
８
（

）
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
に
適
合
す
る
最

１
９
９
３

１
９
９
３

小
読
み
取
り
目
盛
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

小
読
み
取
り
目
盛
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）
及
び
拡
大
鏡
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

も
の
に
限
る
。
）
及
び
拡
大
鏡
と
す
る
。

以
上
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

最
高
充
塡
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の

ニ

最
高
充
塡
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の

最
高
目
盛
の
あ
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
、
日
本
産
業

最
高
目
盛
の
あ
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
、
日
本
工
業

規
格
Ｂ
７
５
０
５

１
（

2
0
0
7

）
ア
ネ
ロ
イ
ド

規
格
Ｂ
７
５
０
５

１
（

2
0
0
7

）
ア
ネ
ロ
イ
ド

―
―

型
圧
力
計

第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
に
適

型
圧
力
計

第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
に
適

―
―

合
し
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果

合
し
て
い
る
も
の

を
有
す
る
も
の

五

［
略
］

五

［
略
］

５
～
８

［
略
］

５
～
８

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
研
修
に
関
す
る
告
示
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を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
第
六
十

六
条
の
四
各
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
二
十
六
号
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く

指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
研
修
に
関
す
る
告
示
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
研
修
科
目
、
範
囲
及
び
時
間
）

（
研
修
科
目
、
範
囲
及
び
時
間
）

第
二
条

省
令
第
六
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
四
号

第
二
条

省
令
第
六
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
の
経
済
産

の
二
を
除
く
。
）
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
研
修
は

業
大
臣
が
定
め
る
研
修
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
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、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
の
区
分
に
応
じ
て
、

指
定
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

指
定
の
区
分

研

修

指
定
の
区
分

研

修

一

省
令
第

［
略
］

一

省
令
第

［
略
］

六
十
六
条

六
十
六
条

の
二
第
一

の
二
第
一

項
第
一
号

項
第
一
号

及
び
第
四

に
規
定
す

号
の
二
に

る
区
分

規
定
す
る

区
分
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二

省
令
第

［
略
］

二

省
令
第

［
略
］

六
十
六
条

六
十
六
条

の
二
第
一

の
二
第
一

項
第
二
号

項
第
二
号

及
び
第
四

に
規
定
す

号
の
三
に

る
区
分

規
定
す
る

区
分

三

［
略
］

［
略
］

三

［
略
］

［
略
］

四

省
令
第

別
表
第
四
に
掲
げ
る
研
修
で
あ
っ

四

省
令
第

別
表
第
四
に
掲
げ
る
研
修
で
あ
っ
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六
十
六
条

て
、
協
会
又
は
検
査
組
織
等
調
査
機

六
十
六
条

て
、
協
会
又
は
検
査
組
織
等
調
査
機

の
二
第
一

関
（
同
表
第
一
号
及
び
第
四
号
の
科

の
二
第
一

関
（
同
表
第
一
号
及
び
第
四
号
の
科

項
第
四
号

目
の
研
修
に
あ
っ
て
は
、
検
査
組
織

項
第
四
号

目
の
研
修
に
あ
っ
て
は
、
検
査
組
織

に
規
定
す

等
調
査
機
関
と
し
て
の
指
定
を
受
け

に
規
定
す

等
調
査
機
関
と
し
て
の
指
定
を
受
け

る
区
分

よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
が
行
う

る
区
分

よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
が
行
う

も
の
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

も
の
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
科
目
の
研
修
を
受
け

各
号
に
掲
げ
る
科
目
の
研
修
を
受
け

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

現
に
省
令
第
六
十
六
条
の
二
第

二

現
に
省
令
第
六
十
六
条
の
二
第

一
項
第
二
号
の
区
分
に
係
る
統
括

一
項
第
四
号
の
区
分
に
係
る
統
括

検
査
組
織
等
調
査
員
と
し
て
選
任

検
査
組
織
等
調
査
員
と
し
て
選
任
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さ
れ
て
い
る
者

同
表
第
一
号
、

さ
れ
て
い
る
者

同
表
第
一
号
、

第
二
号
及
び
第
三
号
の
科
目

第
二
号
及
び
第
三
号
の
科
目

三

［
略
］

三

［
略
］

五
・
六

［

［
略
］

五
・
六

［

［
略
］

略
］

略
］

第
三
条

省
令
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
各
号
（
第
四
号

第
三
条

省
令
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
各
号
の
経
済
産

の
二
を
除
く
。
）
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
研
修
は

業
大
臣
が
定
め
る
研
修
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
研
修
で

、
次
の
表
に
掲
げ
る
研
修
で
あ
っ
て
、
検
査
組
織
等
調

あ
っ
て
、
検
査
組
織
等
調
査
機
関
が
行
う
も
の
と
す

査
機
関
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
に
省
令
第

る
。
た
だ
し
、
現
に
省
令
第
六
十
六
条
の
二
各
号
に
規

六
十
六
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
の
区
分
の

定
す
る
い
ず
れ
か
の
区
分
の
検
査
組
織
等
調
査
員
と
し

検
査
組
織
等
調
査
員
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
が
、

て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
が
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
他
の
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同
条
各
号
に
掲
げ
る
他
の
区
分
の
検
査
組
織
等
調
査
員

区
分
の
検
査
組
織
等
調
査
員
を
兼
務
し
よ
う
と
す
る
と

を
兼
務
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
改
め
て
当
該
研
修
を

き
は
、
改
め
て
当
該
研
修
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な

受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

い
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
係
る
印
紙
を
も
つ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
数
料
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

印
紙
を
も
つ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
一
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
八
百
八
十
七
号
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
係
る
印
紙
を
も
つ
て
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
手
数
料
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

［
略
］

［
略
］

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
又
は
そ
の
更
新

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
又
は
そ
の
更
新

に
関
す
る
手
数
料

に
関
す
る
手
数
料

法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
に
関
す

［
新
設
］

る
手
数
料

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一

部
改
正
）
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第
四
条

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示

（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
二
十
六
条

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業

第
二
十
六
条

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］
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三

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自

三

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る

は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る

車
載
容
器
総
括
証
票
（
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四

車
載
容
器
総
括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す

十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
六
条
の
十
六
第
二
号

る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通

知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証

明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
を
満
了
す
る
日
を
確

認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保

安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
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交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
様
式
第
３
に
定
め
る

車
載
容
器
総
括
証
票
）
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付

す
る
こ
と
。

四

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ

四

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ

る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
四
に
定
め
る
車
載
容
器
総

る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
四
に
定
め
る
車
載
容
器
総

括
票
（
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の

括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知

書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明

書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
を
満
了
す
る
日
を
確
認

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
様
式
第
３
に
定
め
る
車
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載
容
器
総
括
証
票
）
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す

る
こ
と
。

五

［
略
］

五

［
略
］

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
五
十
六
条

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大

第
五
十
六
条

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に

臣
が
定
め
る
基
準
（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の

三

容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の

設
備
は
、
ス
ケ
ー
ル
（
日
本
産
業
規
格

七
五
一
六

設
備
は
、
ス
ケ
ー
ル
（
日
本
工
業
規
格

七
五
一
六

Ｂ
Ｂ

（
一
九
八
七
）
金
属
製
直
尺
の
一
級
に
適
合
す
る
も

（
一
九
八
七
）
金
属
製
直
尺
の
一
級
に
適
合
す
る
も
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の
に
限
る
。
）
、
ノ
ギ
ス
（
日
本
産
業
規
格

七
五

の
に
限
る
。
）
、
ノ
ギ
ス
（
日
本
工
業
規
格

七
五

Ｂ
Ｂ

〇
七
（
一
九
九
三
）
ノ
ギ
ス
に
適
合
す
る
も
の
に
限

〇
七
（
一
九
九
三
）
ノ
ギ
ス
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
（
日
本
産
業
規
格

七
五

る
。
）
、
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
（
日
本
工
業
規
格

七
五

Ｂ
Ｂ

一
八
（
一
九
九
三
）
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
に
適
合
す
る
最

一
八
（
一
九
九
三
）
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
に
適
合
す
る
最

小
読
み
取
り
目
盛
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

小
読
み
取
り
目
盛
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）
及
び
拡
大
鏡
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

も
の
に
限
る
。
）
及
び
拡
大
鏡
と
す
る
。

以
上
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

イ
～
ニ

［
略
］

イ
～
ニ

［
略
］

ホ

最
高
充
塡
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の

ホ

最
高
充
塡
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の

最
高
目
盛
の
あ
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
、
日
本
産
業

最
高
目
盛
の
あ
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
、
日
本
工
業

規
格

七
五
〇
五

一
（
二
〇
〇
七
）
ア
ネ
ロ
イ

規
格

七
五
〇
五

一
（
二
〇
〇
七
）
ア
ネ
ロ
イ

Ｂ
―

Ｂ
―
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ド
型
圧
力
計

第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
に

ド
型
圧
力
計

第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
に

―
―

適
合
し
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効

適
合
し
て
い
る
も
の

果
を
有
す
る
も
の

２

［
略
］

２

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年

十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


